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（調整理由） 

１ 広域化の実施時期について 

・「市町村の消防の広域化の推進に関する基本指針（消防庁告示）」では、広

域化の実現の期限を平成２４年度までとしている。 

・平成２４年度末までに広域化を実施した場合、国、県等の財政支援措置を

見込める。 

・可能な限り早期に実施することにより、財政効果が高くなる。 

・住民に対し広域化の効果を早期に提供することが望ましい。 

 

調 整 結 果 １ 広域化の実施時期は、平成２４年度末とする。 
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